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○

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
（
本
則
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
調
査
等
の
対
象
と
な
る
法
人
等
の
範
囲
）

（
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
調
査
等
の
対
象
と
な
る
法
人
等
の
範
囲
）

第
百
五
十
二
条

地
方
自
治
法
第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
普
通
地

第
百
五
十
二
条

地
方
自
治
法
第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
普
通
地

方
公
共
団
体
が
出
資
し
て
い
る
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

方
公
共
団
体
が
出
資
し
て
い
る
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
法
人
と
す
る
。

る
法
人
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
が
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず

（
新
設
）

る
も
の
の
四
分
の
一
以
上
二
分
の
一
未
満
を
出
資
し
て
い
る
一
般
社
団
法

人
及
び
一
般
財
団
法
人
並
び
に
株
式
会
社
の
う
ち
条
例
で
定
め
る
も
の

２

（
略
）

２

（
略
）

３

当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
及
び
一
又
は
二
以
上
の
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

（
新
設
）

る
法
人
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
号
に
掲
げ
る
法
人
と
み
な
さ
れ
る
法
人
を

含
む
。
）
が
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
四
分
の
一

以
上
二
分
の
一
未
満
を
出
資
し
て
い
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人

並
び
に
株
式
会
社
は
、
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一

般
財
団
法
人
並
び
に
株
式
会
社
と
み
な
す
。

４

地
方
自
治
法
第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体

３

地
方
自
治
法
第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体

が
そ
の
者
の
た
め
に
債
務
を
負
担
し
て
い
る
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は

が
そ
の
者
の
た
め
に
債
務
を
負
担
し
て
い
る
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
者
の
た
め
に
そ
の
資
本
金
、
基
本
金
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
以
上
の
額
の
債
務

を
負
担
し
て
い
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
並
び
に
株
式
会
社
と

す
る
。
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一

当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
者
の
た
め
に
そ
の
資
本
金
、
基
本
金

（
新
設
）

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
以
上
の
額
の

債
務
を
負
担
し
て
い
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
並
び
に
株
式

会
社

二

当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
者
の
た
め
に
そ
の
資
本
金
、
基
本
金

（
新
設
）

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
以
上
二
分
の

一
に
相
当
す
る
額
未
満
の
額
の
債
務
を
負
担
し
て
い
る
一
般
社
団
法
人
及

び
一
般
財
団
法
人
並
び
に
株
式
会
社
の
う
ち
条
例
で
定
め
る
も
の

５

（
略
）

４

（
略
）

（
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
委
託
）

（
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
委
託
）

第
百
五
十
八
条

次
に
掲
げ
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
歳
入
に
つ
い
て
は
、
そ

第
百
五
十
八
条

次
に
掲
げ
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
歳
入
に
つ
い
て
は
、
そ

の
収
入
の
確
保
及
び
住
民
の
便
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

の
収
入
の
確
保
及
び
住
民
の
便
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
限
り
、
私
人
に
そ
の
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る

に
限
り
、
私
人
に
そ
の
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

寄
附
金

（
新
設
）

六

貸
付
金
の
元
利
償
還
金

五

貸
付
金
の
元
利
償
還
金

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
随
意
契
約
）

（
随
意
契
約
）

第
百
六
十
七
条
の
二

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

第
百
六
十
七
条
の
二

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第

三

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第

十
三
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
障
害

十
三
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
障
害
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者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
）

同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動

者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
）
、
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動

、

支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
」

支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
」

と
い
う
。
）

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同

と
い
う
。
）
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同

、

条
第
七
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
就
労
移

条
第
七
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
就
労
移

行
支
援
又
は
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に

行
支
援
又
は
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に

限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
と
い
う
。

限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
と
い
う
。

）
を
行
う
施
設
若
し
く
は
小
規
模
作
業
所
（
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十

）
を
行
う
施
設
若
し
く
は
小
規
模
作
業
所
（
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十

五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
の
地
域
社

五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
の
地
域
社

会
に
お
け
る
作
業
活
動
の
場
と
し
て
同
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

会
に
お
け
る
作
業
活
動
の
場
と
し
て
同
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
必
要
な
費
用
の
助
成
を
受
け
て
い
る
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

り
必
要
な
費
用
の
助
成
を
受
け
て
い
る
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め

い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
製
作
さ
れ
た
物
品
を
普
通
地
方
公
共
団
体
の
規

る
と
こ
ろ
に
よ
り
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
認
定
を
受
け
た
者
に
お
い

則
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
買
い
入
れ
る
契
約
、
障
害
者
支
援
施
設
、
地
域

て
製
作
さ
れ
た
物
品
を
普
通
地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
手
続
に
よ

活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
施
設
、
小
規
模

り
買
い
入
れ
る
契
約
、
障
害
者
支
援
施
設
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
、

作
業
所
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
施
設
、
小
規
模
作
業
所
、
高
年
齢
者
等

年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材

の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）

セ
ン
タ
ー
連
合
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
若
し
く

タ
ー
か
ら
普
通
地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
役
務
の
提

は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
こ
れ
ら

供
を
受
け
る
契
約
又
は
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第

に
準
ず
る
者
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
普
通
地
方
公
共

百
二
十
九
号
）
第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
母
子
福
祉
団
体
が
行
う
事
業

団
体
の
長
の
認
定
を
受
け
た
者
か
ら
普
通
地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め

で
そ
の
事
業
に
使
用
さ
れ
る
者
が
主
と
し
て
同
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
の

る
手
続
に
よ
り
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
又
は
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法

な
い
女
子
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定

（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
母

す
る
寡
婦
で
あ
る
も
の
に
係
る
役
務
の
提
供
を
当
該
母
子
福
祉
団
体
か
ら

子
福
祉
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と

普
通
地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
受
け
る
契
約
を
す
る

こ
ろ
に
よ
り
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の

と
き
。

号
に
お
い
て
「
母
子
福
祉
団
体
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
事
業
で
そ
の
事

業
に
使
用
さ
れ
る
者
が
主
と
し
て
同
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
の
な
い
女
子
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で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
寡
婦

で
あ
る
も
の
に
係
る
役
務
の
提
供
を
当
該
母
子
福
祉
団
体
等
か
ら
普
通
地

方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
受
け
る
契
約
を
す
る
と
き
。

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
一
般
競
争
入
札
の
開
札
及
び
再
度
入
札
）

（
一
般
競
争
入
札
の
開
札
及
び
再
度
入
札
）

第
百
六
十
七
条
の
八

（
略
）

第
百
六
十
七
条
の
八

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
競
争
入
札
に
お
い
て
、
入
札
書
に
記

（
新
設
）

載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ

る
場
合
で
あ
つ
て
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
入
札
事
務
の
公
正
か
つ
適

正
な
執
行
の
確
保
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
入
札
者
及
び
当
該
入

札
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
を
立
ち
会
わ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
普
通
財
産
の
信
託
）

（
普
通
財
産
の
信
託
）

第
百
六
十
九
条
の
六

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す

第
百
六
十
九
条
の
六

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す

る
政
令
で
定
め
る
信
託
の
目
的
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

る
政
令
で
定
め
る
信
託
の
目
的
は
、
信
託
さ
れ
た
土
地
に
建
物
を
建
設
し
、

又
は
信
託
さ
れ
た
土
地
を
造
成
し
、
か
つ
、
当
該
土
地
（
そ
の
土
地
の
定
着

物
を
含
む
。
）
の
管
理
又
は
処
分
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

信
託
さ
れ
た
土
地
に
建
物
を
建
設
し
、
又
は
信
託
さ
れ
た
土
地
を
造
成

（
新
設
）

し
、
か
つ
、
当
該
土
地
（
そ
の
土
地
の
定
着
物
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
管
理
又
は
処
分
を
行
う
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
信
託
の
目
的
に
よ
り
信
託
さ
れ
た
土
地
の
信
託
の
期
間

（
新
設
）

の
終
了
後
に
、
当
該
土
地
の
管
理
又
は
処
分
を
行
う
こ
と
。

（
新
設
）

三

信
託
さ
れ
た
土
地
の
処
分
を
行
う
こ
と
。
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２

（
略
）

２

（
略
）
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○

地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
（
附
則
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
随
意
契
約
）

（
随
意
契
約
）

第
二
十
一
条
の
十
四

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

第
二
十
一
条
の
十
四

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

と
す
る
。

と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
三
項

三

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
三
項

に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
障
害
者
支
援
施
設
」

に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
障
害
者
支
援
施
設
」

と
い
う
。
）
、
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下

と
い
う
。
）
、
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
、
同
条
第
一
項
に

こ
の
号
に
お
い
て
「
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
、
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同

規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同

条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
又
は
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
就
労

条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
又
は
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
就
労

継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
施
設
若
し
く
は
小
規
模
作
業
所
（
障
害
者
基
本
法
（

事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
施
設
若
し
く
は
小
規
模
作
業
所
（
障
害
者
基
本
法
（

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
の
地
域

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
の
地
域

社
会
に
お
け
る
作
業
活
動
の
場
と
し
て
同
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
必

社
会
に
お
け
る
作
業
活
動
の
場
と
し
て
同
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
必

要
な
費
用
の
助
成
を
受
け
て
い
る
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

要
な
費
用
の
助
成
を
受
け
て
い
る
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
普

）
に
お
い
て
製
作
さ
れ
た
物
品
を
管
理
規
程
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
買
い
入
れ
る

通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
認
定
を
受
け
た
者
に
お
い
て
製
作
さ
れ
た
物
品
を
管
理

契
約
、
障
害
者
支
援
施
設
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

規
程
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
買
い
入
れ
る
契
約
、
障
害
者
支
援
施
設
、
地
域
活
動

業
を
行
う
施
設
、
小
規
模
作
業
所
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法

支
援
セ
ン
タ
ー
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
施
設
、
小
規
模
作
業
所
、
高

律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
シ
ル

年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
若
し
く
は
同

ン
タ
ー
か
ら
管
理
規
程
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
又
は
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条
第
二
項
に
規
定
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
条
第
六
項

と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
認
定
を

に
規
定
す
る
母
子
福
祉
団
体
が
行
う
事
業
で
そ
の
事
業
に
使
用
さ
れ
る
者
が
主
と

受
け
た
者
か
ら
管
理
規
程
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
又

し
て
同
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
の
な
い
女
子
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の

は
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
条
第
六

及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
寡
婦
で
あ
る
も
の
に
係
る
役
務
の
提
供
を
当
該
母

項
に
規
定
す
る
母
子
福
祉
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
総
務
省
令
で

子
福
祉
団
体
か
ら
管
理
規
程
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
受
け
る
契
約
を
す
る
と
き
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
母
子
福
祉
団
体
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
事
業
で
そ
の
事
業
に

使
用
さ
れ
る
者
が
主
と
し
て
同
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
の
な
い
女
子
で
現
に
児
童

を
扶
養
し
て
い
る
も
の
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
寡
婦
で
あ
る
も
の
に
係
る

役
務
の
提
供
を
当
該
母
子
福
祉
団
体
等
か
ら
管
理
規
程
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
受

け
る
契
約
を
す
る
と
き
。

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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○

（
附
則
第
三
条
関
係
）

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
五
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

(

地
方
自
治
法
施
行
令
の
財
務
に
関
す
る
規
定
の
準
用)

(

地
方
自
治
法
施
行
令
の
財
務
に
関
す
る
規
定
の
準
用)

第
五
十
条

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
四
十

第
五
十
条

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
四
十

三
条
、
第
百
四
十
五
条
か
ら
第
百
四
十
八
条
ま
で
、
第
百
五
十
条
、
第
百
五
十
二

三
条
、
第
百
四
十
五
条
か
ら
第
百
四
十
八
条
ま
で
、
第
百
五
十
条
、
第
百
五
十
二

条(

第
一
項
第
一
号
を
除
く
。)
、
第
百
五
十
四
条
か
ら
第
百
五
十
八
条
ま
で
、
第

条(

第
一
項
第
一
号
を
除
く
。)

、
第
百
五
十
四
条
か
ら
第
百
五
十
八
条
ま
で
、
第

百
五
十
九
条
、
第
百
六
十
条
、
第
百
六
十
一
条
か
ら
第
百
六
十
五
条
の
八
ま
で
、

百
五
十
九
条
、
第
百
六
十
条
、
第
百
六
十
一
条
か
ら
第
百
六
十
五
条
の
八
ま
で
、

第
百
六
十
六
条
の
二
か
ら
第
百
六
十
七
条
の
十
七
ま
で
、
第
百
六
十
八
条
の
六
、

第
百
六
十
六
条
の
二
か
ら
第
百
六
十
七
条
の
十
七
ま
で
、
第
百
六
十
八
条
の
六
、

第
百
六
十
八
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
六
十
九
条
か
ら
第
百
六
十
九
条

第
百
六
十
八
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
六
十
九
条
か
ら
第
百
六
十
九
条

の
七
ま
で
、
第
百
七
十
条
の
二
、
第
百
七
十
条
の
四
、
第
百
七
十
条
の
五
第
一
項

の
七
ま
で
、
第
百
七
十
条
の
二
、
第
百
七
十
条
の
四
、
第
百
七
十
条
の
五
第
一
項

及
び
第
二
項
前
段
、
第
百
七
十
一
条
か
ら
第
百
七
十
一
条
の
六
ま
で
、
第
百
七
十

及
び
第
二
項
前
段
、
第
百
七
十
一
条
か
ら
第
百
七
十
一
条
の
六
ま
で
、
第
百
七
十

一
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
七
十
二
条
か
ら
第
百
七
十
三
条
の
二

一
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
七
十
二
条
か
ら
第
百
七
十
三
条
の
二

ま
で
の
規
定
は
、
合
併
特
例
区
の
財
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

ま
で
の
規
定
は
、
合
併
特
例
区
の
財
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
こ
れ
ら
の
規
定(

第
百
六
十
九
条
の
二
第
一
号
の
規
定
を
除
く
。)

中
「
普
通

て
、
こ
れ
ら
の
規
定(

第
百
六
十
九
条
の
二
第
一
号
の
規
定
を
除
く
。)

中
「
普
通

地
方
公
共
団
体
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
併
特
例
区
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の

地
方
公
共
団
体
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
併
特
例
区
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
五
十
二
条
第

地
方
自
治
法
第
二
百
二
十
一

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関

第
百
五
十
二
条
第

地
方
自
治
法
第
二
百
二
十
一

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関

一
項
、
第
四
項
及

条
第
三
項

す
る
法
律
第
四
十
七
条
に
お

一
項
、
第
三
項
及

条
第
三
項

す
る
法
律
第
四
十
七
条
に
お

び
第
五
項

い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法

び
第
四
項

い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
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第
二
百
二
十
一
条
第
三
項

第
二
百
二
十
一
条
第
三
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）


